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●求人票の見方 ※令和 6年施行「改正職業安定法施行規則」対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①②：会社に採用された際の身分。正社員であるかに注意する。 
③④：採用後初めて従事する仕事の内容，将来見込まれる仕事内容の変更範囲を確認する。 
⑤：採用予定の人数。 
⑥：応募に必要な条件，資格などを表す。 
⑦：実際に働く場所や通勤手段を確認する。転勤がある場合の範囲は「補足事項」欄に記載。 
⑧：試用期間の有無。 
⑨：育児休業の取得実績など福利厚生制度も確認する。 
⑩：毎月の基本給と固定残業代。固定残業代はその下の欄で詳細を確認する。 
⑪：毎月定期的に支払われる賃金や手当の合計額。この額から所得税・社会保険料などが控除され（あらかじめ差

し引かれる），実際に受け取る金額を「手取り額」という。例示されている 218,000 円の場合，手取り額は約
180,000 円程度（平成 31 年 4 月時点）となる。 

⑫：通勤手当は，実費ではなく会社規定の計算方法で支給される場合があるので，注意する。 
⑬：昨年度のいわゆるボーナスの額。金額は年度ごとに変動するので参考程度に確認する。  
⑭：「交代制」とある場合は，⑴だけでなく⑵や⑶の時間帯で勤務する日がある。「変形労働時間制」とある場合は，

1 か月，3 か月など一定の期間内で就業時間が異なる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑮：「時間外」は就業時間以外に仕事をする残業時間のこと。 
⑯：休日の曜日が決まっていない場合，「その他」と表示される。 
⑰：「週休二日制」は土日休みとは限らない。 
⑱：有給休暇の日数。 
⑲：同時に複数の企業への応募が可能かどうか。可である場合には，記載日以降に他の求人と重複して応募するこ

とができる。 
⑳：採用された場合の入社日。 
㉑：どのような採用選考か。 
㉒：求人票の各欄に記載しきれない内容が書かれている。 
㉓：直近の過去 3 年間の採用者数や離職者数等について記載されている。離職者数が多い場合には，事情を確認する

ことも考える。 
㉔：会社が行う研修制度等について記載されている。メンター制度とは，年齢の近い先輩社員が指導や相談などで新

入社員をサポートする制度のこと。 
㉕：有給休暇や育児休業の取得等についての記載。自らの働き方についての考えと照らし合わせるための参考にする。 


